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問い合わせ　市民課　市民係（☎内線303・304）

旧姓（旧氏）を併記するには？

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ 2

　住民基本台帳法施行令などの一部改正お

よび印鑑登録事務処理要領の一部改正が

11月５日から施行されることに伴い、住民票、

印鑑登録証明書、マイナンバーカード（通知

カード）に旧氏を記載することができるように

なりました。

　旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のこ

とです。氏はその人に係る戸籍、または除かれ

た戸籍に記載がされています。

旧姓（旧氏）が記載された

戸籍謄本などを用意しま

しょう。

※戸籍謄本は、本籍地の市区町

村の窓口か郵送で請求してく

ださい。

用意した戸籍謄本などとマ

イナンバーカード（通知

カード）を持って、太宰府市

役所へ来庁してください。
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